
 

 

【様式４】 

                          令和２年 10 月９日 

                                                   

                                  

質疑書兼回答書質疑書兼回答書質疑書兼回答書質疑書兼回答書    

 

(件名)  安威川ダム周辺整備基本計画策定及び契約支援業務委託について  

質問 ・ 回答 します。 

 

 

質問事項 回答 

・実施要項の５ 参加資格について、説

明会参加事業者を代表とする（若し

くは含む）共同企業体での参加は可

能でしょうか。 

共同企業体での参加は可能です。 

・共同企業体での参加が可能な場合

合、様式５「業務実績調書」は共同企

業体の各構成員が個別に作成するの

ではなく、共同企業体全体で実績 10

件を示すと理解しますが、よろしい

ですか。また、この他、共同企業体

で参加する場合に、必要な書類・書

式等についてご教示下さい。 

様式５「業務実績調書」には共同体全体で

実績 10 件を示してください。なお、どの構

成員によるものか標記してください。 

また、募集要項上、参加要件に必要な書類

は全てご提出ください。なお、企業体同士

の結びつき（契約）がわかる書類もご提出

ください。 

 

・類似の業務には、参加資格要件を満足

することを示すためにも、官民連携事

業のアドバイザリー業務、エリアマネ

ジメント関連業務を含むと理解してよ

ろしいですか。これらの資格要件に係

る実績を様式５「業務実績調書」に示

す必要があるという理解でよろしいで

すか。 

ご理解のとおりです。 

・前質問に関連して、様式５及び様式６

においての同種業務と類似業務の実績

評価は、同種業務が重視されますか。 

同種または類似による区別はしておりませ

ん。 



 

 

・実施要項の５（４）「同種の業務履

行実績」について、基本計画策定以

降の業務を含む業務契約を締結して

いる場合に「新築工事に係る基本計

画の策定業務」を完了している場合

は、同種業務として認められます

か。 

基本計画の策定に関して、発注者の検査が

完了している場合については同種業務とし

て記載してください。 

・実施要項の５（４）「同種の業務履

行実績」について、基本設計者を選

定するための要求水準書作成業務は

同種業務として認められますか。 

DB 発注の要求水準書作成業務の場合は同種

業務として記載してください。 

・様式６に示す業務実績についても過

去５年の実績という理解でよろしい

ですか。 

５年にこだわらず極力新しい実績から順に

記載してください。 

・実施要項の９（２）ア 企画提案書に

ついて、作成にあたっては、Ａ4 判片

面印刷で、表紙・目次、「イ 作業ス

ケジュール」、「ウ 参考見積書及び

内訳書」を除いた枚数が 10 頁以内と

の理解でよろしいでしょうか。ま

た、フォントサイズに指定はありま

すか。 

任意様式についての紙サイズやフォントサ

イズについての指定はございません。 

企画提案書については表紙・目次、「イ作

業スケジュール」、「ウ参考見積書及び内

訳書」を除き 10 頁以内でご提出ください。 

・企画提案書の副本に協力事務所（法

律事務所等）の名称を記載すること

は可能ですか。 

記載は正本のみしてください。 

・仕様書の５.業務内容（１）につい

て、本業務の検討対象項目として、

対象区域までの公共交通計画(路線バ

ス路線等)に係る検討、調整は含まれ

ていないとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

・仕様書の５.業務内容（１）③につい

て、本事業の対象用地のうち、市が

買い取り予定の土地はありますか。

用地買収に係る議決予定を御教示く

ださい。 

本事業の対象用地のうち、未買収箇所につ

いては今年度買収に向けて取り組む予定を

しております。なお、用地買収に係る議決

予定について、議会での審議となりますの

でお示しできるものはございません。 



 

 

・仕様書の５.業務内容（１）④につい

て、本事業に関しては今年度中に許

可申請手続きを行うことが困難なも

のもあると思料します。本業務で求

められる業務内容は、合理的に考え

て今年度中に実施可能な許可申請手

続きに向けての支援であると理解し

ますがよろしいですか。 

ご理解のとおりです。 

詳細な内容については仕様書協議の際に決

定するものです。 

・仕様書の５.業務内容（１）①⑤につ

いて、本業務の検討対象項目とし

て、官積算に基づく工事費等の算出

業務は含まれていますか。 

含まれております。 

・仕様書の５.業務内容（１）⑥におい

て、今後、検討過程も含めて協議及

び意見交換が必須と考えている地域

団体があればご教示下さい。 

本市ホームページ「安威川ダム周辺整備事

業候補者の決定について」内の参考資料

「山とまちをつなぐ「ハブ拠点」としての

安威川を目指して。」に記載の地域団体等

との意見交換を想定しております。 

・仕様書の５.業務内容（１）⑨につい

て、基本計画策定プロセスの中で、

パブリックコメント等の実施を検討

されていますか。 

パブリックコメント等を実施する予定で

す。 

・「安威川ダムファンづくりの会」の

組成経緯、構成要員、構成員数、活

動規模、予算規模についてご教示下

さい。 

ご質問の内容については下記 URL をご参照

ください。 

http://www.aigawa.jp/fanclub/ 

なお、予算規模については本市でお示しで

きるものはありません。 

・「いばきたマルシェ」の活動の中心

となっている組織、北部地域の地域

団体等についてご教示下さい。 

「いばきたマルシェ」の活動団体や、その

他北部地域の団体については市役所ホーム

ページ「安威川ダム周辺整備事業候補者の

決定について」内の参考資料「山とまちを

つなぐ「ハブ拠点」としての安威川を目指

して。」をご覧ください。 

 
※提出期限は、令和２年 10 月５日 午後５時です。（ＦＡＸ・電子メール） 
※質問がない場合は、提出不要です。 
※回答は、令和２年 10 月９日午前９時から、質疑書兼回答書により、同市ホームページに
掲載する。（詳細は実施要項「７質問の受付及び回答」をご確認ください。） 
茨木市 都市整備部 北部整備推進課 FAX 072－620－1730         
メールアドレス hokubuseibi@city.ibaraki.lg.jp 


